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サービス内容変更要求と民間による拒否の流れ（条文例参照） 

Ⅰ
．
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に
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る
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要
求
通
知

Ⅱ．仮見積、仮対案の提出

Ⅲ－１．変更の拒否

Ⅳ．回答書の提出（見積を含む）

・違法となるとき

・乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき

など全７項目

・人の生命身体に重大な悪影響を及ぼす
とき

・その他、条文例に記載

Ⅲ－２．変更の拒否
への回答

甲乙協議

変更の実施

紛争解決手続

合意

不合意

乙と協議により契約
の一部解除が可能

契約の
一部解約

契約の
一部解約

紛争解決手続

 

 

②拒否事由がある場合の一部解除及び一部解除時の補償 

 

拒否事由に該当する場合、管理者等に契約を一部解除する権利を与えることが考えら

れる。この場合、適切な額の補償についても規定すべきである。 

 

・一部解除ができる場合：これが可能であるのは、選定事業者に重大な悪影響を与

えず、かつ、原則として、①管理者等に自らサービスを提供する能力がある場合、

又は②当該業務を第三者に委託することができる（かつ、競争的価格での委託が

可能である）場合に限られる24。 

・ 損失補償の内容：一部解除時の損失補償については、一律に決めることは困難では

あるものの、管理者等による変更の理由に応じて判断することが考えられる。すな

わち、やむをえない事由による変更要求通知であれば、選定事業者に実際に生じる

損害につき損失補償する考え方となるが、管理者等の自己都合に近い事由による変

更要求通知であれば、管理者等の任意解除と同様の考え方が適用され、解除に伴う

逸失 

・ 利益も一部含めて損失補償することが考えられる。 

・損失補償算定のための重要な事項の合意：一部解除時の損失補償を客観的に算出

するため、契約の締結時点までに、SPC と運営協力企業との契約のうち、重要な

                                                  
24 いかなる場合に選定事業者に「重大な悪影響を与える」といえるかについては、選定事業者

が全体の業務を提供することにより適正な利益水準を確保していることが多く、一部解除を行

った場合の適正な損失補償額を客観的に示すことは困難であるという問題があり、財務モデル

等の情報の共有に加え、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場合

の効果との関係も含めて、更に検討を要する。 
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